参加会員（エコメイト）募集

「河川清掃とエコマネー」（社会実験）

＜趣　旨＞

　広瀬川清掃参加者にエコメイト会員証を発行し、エコマネーを公布します。エコマネーは長町商店街の参加店で使用できる社会実験です。これは広瀬川の清掃を通し、河川環境保全によって都市河川が果たす温暖化ガス削減化と対策啓発を目的とします。

また、広瀬川の清掃とコスモス植栽、長町地区内の清掃、フラワーポット植栽など高齢者と障がい者、市民、商店街が協力連携し、広く環境活動を推進する社会実験に取り組むものです。

そして、環境に配慮する市民と商店街とを結びつけ、コミュニティ形成と活性化につなげたいと考えています。

１．エコマネー（会員間信頼貨幣）を活用した市民参加を広め、長町地区商店街の店舗会員との連携によって環境配慮型の商店街とまちづくり、そして活性化を目指します。

２．エコマネーの単位を「アーユ」（※１）とし、広瀬川の清流の指標である環境保持によって鮎がより多く増えることを願い、また「あなたは環境配慮になにができるの？」と問いかける意味でこの呼称を使用します。「アーユ」が人と人の間を活発に行き来することが地域の活性化に結びつきます。滞留させることは「アーユ」の価値が下がることです。会員（市民の信頼）の「できること」を利用し、溜め込まないで使ってください。新しい信頼の輪が広がるはずです。

３．広瀬川の清流を守る会が主催する河川清掃参加者にエコメイト会員証（※２）を発行、１回の清掃参加で３アーユを支払います。

４．「アーユ」使用方法は長町商店街の参加会員（店舗会員）でモノやサービスと交換できます。

店舗会員は長町地区の環境活動や「して欲しいこと」に「アーユ」で支払います。

· １）「アーユ」を媒体として店舗会員が「して欲しい」こと（店内外清掃活動など）を行い、店舗会員がエコメイトに「アーユ」で支払います。

· ２）河川清掃参加者に氏名住所を記入の「広瀬川エコメイト」会員証（ラミネート加工）を広瀬川の清流を守る会が発行します。

· ３）事業は平成１６年２月２７日迄ですが、「アーユ」の使用期限は１７年２月末日迄とします。

■　実験期間　平成１５年８月９日（土）～平成１６年２月２７日

■　清掃実施日　  11/8(土) 12/13(土)　午前１０時　広瀬橋集合

■　事業名　　「平成１５年度環境社会実験」仙台市環境局環境部環境都市推進課　環境活動推進係

　
　　　　　　　　　　　　　
＜主催＞特定非営利活動団体　広瀬川の清流を守る会
＜共催＞　　仙　台　市
〒982-0011　仙台市太白区長町１－７－３２(昭和宅建内)

電話０２２－２４７－６５２２　fax２４９－３２３４

www.hirosegawa.com （eメール）kusaka@hirosegawa.com
平成１５年度環境社会実験　（仙台市環境局　仙台市環境パートナーシップ推進協議会）

～市民協働・環境社会実験in広瀬川～

	エコメイト申込書（エコマネー「アーユ」使用会員）

	申し込み年月日
	　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　日

	（フリガナ）

氏　　　名　
	
	1． 　男　　

2． 　女


	年齢

　　　　　　　　才

	住　　　所　（１．自　宅　　２．勤務先）

〒　　　　　　　　　
	小学校学区



	連絡先

	自宅電話
	

	自宅ファックス
	

	勤務先　※

電話　


	

	勤務先ファックス　※
	

	メールアドレス
	

	あなたができることを記入してください。

	例）長町商店街会員店で　パソコン講師/ホームページ作成/店のお手伝い/店舗清掃/イベントのお手伝い等


特定非営利活動法人　広瀬川の清流を守る会

〒982-0011　仙台市太白区長町１－７－３２

電話　０２２－２４７－６５２２（昭和宅建内）

ファックス２４９－３２３４

kusaka@hirosegawa/com
